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令和６年沖縄県北部豪雨災害の経験談から災害対応を学ぶ
　　　　ー ⾏政相談委員及び沖縄県行政書士会の合同研修 ー

開催概要

□研　　修 : 行政相談委員及び沖縄県行政書士会との合同研修会
□日　　時 : 令和８年３月２５日（水）13:30～15:30
□場　　所 : 那覇第２地方合同庁舎１号館２Ｆ

　　　共用大会議室
□参加者 : 沖縄県の行政相談委員（12人）

　沖縄県行政書士会の行政書士（22人）
　沖縄行政評価事務所の職員（14人）

□講　　演 : 令和６年11月本島北部豪雨を経験して
□講　　師 : 国頭村総務課長　宮里 幸助　氏

沖縄県内各地で活動している⾏政相談委員と沖縄県行政書士会の行政書士が、
沖縄行政評価事務所（高田賀夫所長）主催の合同研修で、令和６年沖縄県北部豪
雨災害の経験談から災害対応について学びます。 

合同研修では、北部豪雨により大きな被害を受けた国頭村から、現場で災害対
応に当たった宮里総務課長を講師に招き、①災害対応に関する体験談を聞くとと
もに、②体験から得た課題・教訓についての意⾒交換により、今後の災害時の特
別⾏政相談活動等に役⽴てます。

総務省の特別⾏政相談活動は、令和６年能登半島地震の災害対応において、被
災者に寄り添った⽀援活動として高く評価され、令和６年6⽉、国の防災基本計
画に位置付けられ、令和７年６月、管区行政評価局や沖縄行政評価事務所などが
災害対策基本法に規定する「指定地方行政機関」に指定されるなど、その役割が
注目されています。 

また、令和７年 10 月には、沖縄県における特別行政相談活動をより効果的に
実施するため、沖縄行政評価事務所と沖縄県行政書士会との間で、特別行政相談
所の開設に係る協力などを盛り込んだ連携協定を締結いたしました。 

今回の合同研修により、特別⾏政相談活動の担い⼿でもある⾏政相談委員、沖
縄県行政書士会の行政書士が、相談者に寄り添いながら、より効果的な相談活動
を展開していくことが期待されます。 



総務省の行政相談では、通常の活動のほか、地震、台風、豪雨など災害が発

生した場合、被害を受けた方々に寄り添い、支援するための特別行政相談活動を

実施しています。 

総務省の特別行政相談活動 

特別行政相談所の開設
（令和６年末現在、石川県内111か所で開設）

ガイドブックは、令和６年末現在で 
約２万部配布、約８万のダウンロード 

能登半島地震の災害対応における特別行政相談活動 

市町村や運輸局などの行政機関だけでなく、

行政書士などの士業も無報酬で対応 

⇒写真は、行政書士、運輸局、軽自動車検査協

会が連携し、被災した車の廃車申請手続をその

場で完結している様子 

行政相談とは、国の行政などへの苦情や意見・要望を受け付け、担当行政機関

とは異なる立場から、その解決や実現を促進するとともに、行政の制度及び運

営の改善に生かす仕組みです。 

令和 6 年度の沖縄県内の行政相談受付件数は２，０７３件です。 
そのうち、７２３件を行政相談委員が受け付けています。 

総務省の行政相談とは 

特別行政相談所で申請手続がその場で完結（申請手続を支援） 

行政書士 

運輸局 

軽自動車 

検査協会 

行政書士、運輸局、軽自動車検査協会が連携して対応 

行政書士会との連携の重要性を改めて認識 



 令和６年６月 28 日、総理官邸において中央防災会議（第 44 回）が開催

され、国の「防災基本計画」に総務省の「特別行政相談活動」が位置付け 

「国〔総務省〕は、被災者に対する各種支援措置の案内等に 
対応する特別行政相談活動を行うものとする。」 

特別行政相談活動を巡る国の動き 

令和７年６月 10 日、「災害対策基本法第２条第４号の規定により内閣総

理大臣が指定する指定地方行政機関の件（平成 12 年総理府告示第 63 号）

の一部を改正する告示」（令和７年内閣府告示第 97 号）が告示され、管区

行政評価局、沖縄行政評価事務所が指定地方行政機関に指定

令和６年能登半島地震の災害対応では、総務省の特別行政相談活動

が、被災者に寄り添い、生活再建等の支援において大変重要な役割を

果たすものと評価 

沖縄行政評価事務所が指定地方行政

機関に指定された告示を受け、沖縄県

知事公室を訪れ、今後、①沖縄県防災

会議のメンバーに沖縄行政評価事

務所を追加、②沖縄県地域防災計画

における特別行政相談活動の位置

付け等を要請するとともに、災害対応

に当たっての県、市町村との連携につ

いて意見交換を実施 

防災基本計画（修正案）に特別行政相談活動を位置付け 

沖縄行政評価事務所が指定地方行政機関に指定 

沖縄県との具体的な調整を開始 

沖縄県知事公室、消防防災対策課等の担当者に、

総務省の特別行政相談活動について説明すると

ともに、今後の対応を相談 (令和７年６月 18日) 



 

〇 被災者の困りごとに対応するため、沖縄行政評価事務所が開設する特別行政相談

所に、沖縄県行政書士会が会員を派遣 

〇 派遣された行政書士は、行政書士業務に係る被災者支援のための各種制度や

　や行政上の手続関する以下のような相談に対対応

・罹災証明書など各種証明書の交付申請に関すること

・被災自動車の登録抹消など各種登録・抹消手続に関すること　等

○ 沖縄県行政書士会は、特別行政相談所の開設に無報酬で協力

※ 特別行政相談所では全ての相談に無料で対応

協定の概要 

沖縄行政評価事務所は、令和７年８月 15日に沖縄県行政書士会を訪れ、同会

の会長及び副会長と懇談、特別行政相談活動における行政書士の役割・重要性

を説明し、沖縄県行政書士会との連携強化を提案、連携の内容を協議 

⇒ 令和７年10月14日　特別行政相談活動に関する連携協定を締結

総務省の特別行政相談活動では、自治体、行政相談委員、行政書士等がワンス

トップで対応する「特別行政相談所」を開設。能登半島地震では、約 6,500 件の

相談に対応。相談内容は罹災証明、住宅修理、公費解体等住宅など役所への申請

を伴う内容が多数 

⇒ 県行政書士会との連携が重要

特別行政相談活動における沖縄県行政書士会との連携 

（連携協定書への署名）   （眞榮里会長）  （高田所長） 
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